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○提出予定議案総括 

 

案   件 件  数 備          考 

人     事    ４件 
教育委員会委員、公平委員会委員、固定資産評価審査委

員会委員、自治功労者 

補 正 予 算    ５件 一般会計ほか 

決 算 認 定   １０件 令和３年度各会計 

条 例 関 係   １３件 
新設            １件 

一部改正         １２件 

契     約    ５件 
工事請負契約 ２件 

物品取得   ３件 

そ  の  他    １件 町区域の変更 

計   ３８件  
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人事 教育委員会委員の任命について 
総務部 

職員課 

概 

要 

 令和４年（２０２２年）９月３０日任期満了に伴い、市議会の同意を得て、教育委員会委員

を任命するもの 

【内容】 

 令和４年（２０２２年）９月３０日に伊東哲委員が任期満了を迎えることに伴い、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、市長が市議会の同意を得て、教育委員会委

員を任命する。 

 任期は、令和４年（２０２２年）１０月１日から令和８年（２０２６年）９月３０日までの４年間

である。 

 

  再 任  伊東
い と う

 哲
さとる

（今回２期目） 

 

【法令等】 

 〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

  第３条、第４条第１項～第５項、第５条第１項、第２項 
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人事 公平委員会委員の選任について 
総務部 

職員課 

概 

要 

 令和４年（２０２２年）９月３０日任期満了に伴い、市議会の同意を得て、公平委員会委員

を選任するもの 

【内容】 

 令和４年（２０２２年）９月３０日に 本義一委員が任期満了を迎えることに伴い、地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定に基づき、市長が市議会の同意を得て、公平

委員会委員を選任する。 

任期は、令和４年（２０２２年）１０月１日から令和８年（２０２６年）９月３０日までの４年間

である。 

 

  再 任  
はし

本
もと

 義一
よしかず

（今回３期目） 

 

【法令等】 

○地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

第９条の２第１項、第２項、第１０項 
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人事 固定資産評価審査委員会委員の選任について 
総務部 

職員課 

概 

要 

 令和４年（２０２２年）９月３０日任期満了に伴い、市議会の同意を得て、固定資産評価審

査委員会委員を選任するもの 

【内容】 

 令和４年（２０２２年）９月３０日に番場弘文委員が任期満了を迎えることに伴い、地方税法第４

２３条第３項の規定に基づき、市長が市議会の同意を得て、固定資産評価審査委員会委員の選任をす

る。 

 任期は、令和４年（２０２２年）１０月１日から令和７年（２０２５年）９月３０日までの３年間

である。 

 

  再 任  番場
ば ん ば

 弘
ひろ

文
ふみ

（今回４期目） 

 

【法令等】 

 〇地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

  第４２３条第１項～第３項、第６項 

 

 〇八王子市市税賦課徴収条例（昭和２５年八王子市条例第１９号） 

  第５８条第１項、第２項 
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人事 自治功労者の推戴について 
総務部 

総務課 

概 

要 

 表彰条例に基づき、自治功労者を推戴するもの 

【内容】 

 市政の進展につき功労のあった者として条例で定める要件に該当する者について、市議会の同意を

得て、自治功労者として以下の１名を市制施行記念日に推戴する。 

 

 （推戴候補者） 

 

  田中
た な か

 ナオミ  固定資産評価審査委員会委員 在職１３年６月 

          （条例第１０条第１項第４号） 

 

【法令等】 

 ○八王子市表彰条例（昭和３１年条例第２７号） 

  第１０条第１項第４号 
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条例改正 

八王子市議会議員及び八王子市長の選挙における選

挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条

例設定について 

選挙管理委員会事

務局 

選挙課 

概 

要 

 公職選挙法施行令の一部改正により、国政選挙における公費負担の限度額が引き上げられた

ことに準じて、市の選挙における公費負担の限度額を引き上げるもの 

【内容】 

 近年の物価の変動及び消費税増税（８％→１０％（令和元年（２０１９年）１０月施行））に伴い、

公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号。以下「政令」という。）が改正され、国政選挙の選挙

運動における自動車の使用、ビラ及びポスターの作成に対する公費負担の限度額が引き上げられたこ

とから、政令に準じ、条例で定める市長選挙及び市議会議員選挙の選挙運動における公費負担の限度

額を引き上げる。 

また、ポスター作成の公費負担限度額（作成単価）について、これまで合算して規定していた固定

費分と企画費分について、政令の規定方法に合わせ、それぞれの金額を分けて規定する。これに伴い、

ポスター掲示場の数（以下「掲示場数」という。）が５００以下の場合について規定する。 

 

＜改正内容＞ 

１ 一般乗用旅客自動車運送事業者以外との契約による自動車の使用に係る公費負担限度額の引

き上げ（第４条第２号） 

 ⑴ 当該契約が自動車の借入れ契約である場合の公費負担限度額 

（改正前）１日当たり１万５，８００円 

     ↓ 

   （改正後）１日当たり１万６，１００円 

  ⑵ 当該契約が自動車の燃料の供給に関する契約である場合の公費負担限度額 

（改正前）１日当たり７，５６０円 

     ↓ 

   （改正後）１日当たり７，７００円 

 

 ２ ビラの作成に係る公費負担限度額の引き上げ（第８条） 

（改正前）ビラ１枚当たり７円５１銭 

     ↓ 

   （改正後）ビラ１枚当たり７円７３銭 

 

 ３ ポスターの作成に係る公費負担限度額（作成単価）の引き上げ（第１１条） 

  ⑴ 掲示場数が５００以下の場合（新規規定）（第１１条第１号） 

    （改正前）現在の掲示場数が６００超のため、従来は条例に規定なし。公職選挙法施行令に

よる公費負担限度額（改正前）は、 

｛（５２５円６銭×掲示場数）＋３１０，５００円（企画費）｝／掲示場数 

            ↓ 

    （改正後）｛（５４１円３１銭×掲示場数）＋３１６，２５０円（企画費）｝／掲示場数 

  ⑵ 掲示場数が５００超の場合（第１１条第２号） 

    （改正前（※１））［２６２，５３０円（※２）＋｛２７円５０銭×（掲示場数－５００）｝ 

             ＋３１０，５００円（企画費）］／掲示場数 

            ↓ 

    （改正後）［２７０，６５５円（※３）＋｛２８円３５銭×（掲示場数－５００）｝ 

＋３１６，２５０円（企画費）］／掲示場数 

 

   ※１ 従来は、公費負担限度額の計算上、定額となる５００以下部分の固定費（２６２，５３

０円）と企画費（３１０，５００円）を合算した、５７３，０３０円を条例で規定してい

る（第１１条）。 

   ※２ ５２５円６銭×５００ 
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   ※３ ５４１円３１銭×５００ 

 

＜施行日＞ 

  公布施行 

 

【法令等】 

 〇公職選挙法（昭和２５年法律第１００号） 

  第１４１条第７項、第８項、第１４２条第１０項、第１１項、第１４３条第１４項、第１５項 

 

 〇公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号） 

  第１０９条の４第２項第２号、第１０９条の７第２項、第３項、第１０９条の８、第１１０条の

４第２項 
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条例改正 
八王子市人事行政の運営等の状況の公表に関する条

例の一部を改正する条例設定について 

総務部 

職員課 

概 

要 

 地方公務員法の改正に伴い、条例で引用する条項を改めるもの 

【内容】 

 平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用するた

め、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や

高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び

転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられた。これを踏まえ、地方公務員法の一部を改正

する法律（令和３年法律第６３号）により地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」と

いう。）が改正され、地方公務員においても、国家公務員と同様の制度が創設された。 

 定年前再任用短時間勤務制の導入に伴い、現行の再任用制度が廃止され、地方公務員法の短時間勤

務の職に関する規定が、第２８条の５第１項から第２２条の４第１項に改められたことから、改正前

の当該条項を引用している条例の規定を改める。 

 

 ＜改正内容＞ 

  第３条中「第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員」を「第２２条の４第１

項に規定する短時間勤務の職を占める職員」に改め、同条中の「第２２条の４第１項に規定する短

時間勤務の職を占める職員」と「第２２条の２第１項第２号に掲げる職員」の順序を、法の条文の

順序に合わせて改める。 

 

 ＜施行日＞ 

  令和５年（２０２３年）４月１日 

 

 ＜経過措置＞ 

  現行の再任用制度は、定年の引上げ期間中、暫定再任用制度として存置されることから、短時間

勤務の暫定再任用職員を条例第３条の「短時間勤務の職を占める職員」とみなす。 

 

【法令等】 

 ○地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

  第２２条の２第１項第２号、改正後の第２２条の４第１項、第２８条の５第１項 
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条例改正 
八王子市職員の定年等に関する条例の一部を改正す

る条例設定について 

総務部 

職員課 

概 

要 

 地方公務員法の改正により、定年が段階的に引き上げられるとともに、役職定年制や定年前

再任用短時間勤務等の制度が設けられることから、当該制度に係る規定を追加するもの 

【内容】 

 平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用するた

め、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や

高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び

転任（以下「役職定年制」という。）並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられた。これを踏

まえ、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）により地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）が改正され、地方公務員においても、国家公務員と同様の制度が創設された。 

同法において、定年は国の職員につき定められている定年を基準として条例で定める（第２８条の

２第２項）こととされていることから、地方公務員の定年について国家公務員と同様に引き上げると

ともに、役職定年制、定年前再任用短時間勤務制、情報提供意思確認制度の導入及び定年の段階的引

上げ期間中の定年退職者の暫定再任用制度の措置について規定するため、条例を改正する。 

 

 ＜改正内容＞ 

１ 条例の構成を章建てに改め、各章及び目次を次のとおりとする。 

⑴ 第１章 総則（第１条） 

⑵ 第２章 定年制度（第２条―第５条） 

⑶ 第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第１１条） 

⑷ 第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条・第１３条） 

⑸ 第５章 雑則（第１４条） 

⑹ 附則 

 

２ 「第１章 総則」に関する改正 

第１章で総則に関することを規定し、次のとおり改正する。 

⑴ 根拠規定の改正（第１条） 

条例で引用する地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の規定を第２２条の４第１項

及び第２項、第２２条の５第１項、第２８条の２、第２８条の５、第２８条の６第１項及び

第２項並びに第２８条の７とする。 

⑵ その他規定の整備 

地方公務員法の法律番号の後に、「以下「法」という。」を追加する。 

 

３ 定年の引上げに伴う改正 

第２章で定年制度に関することを規定し、次のとおり改正する。 

⑴ 定年（第３条） 

職員の定年は年齢６５年とする。 

なお、段階的に定年を引き上げる令和５年度（２０２３年度）から令和１２年度（２０３

０年度）までの間における定年の経過措置については、附則で規定する。 

⑵ 勤務の延長（第４条） 

ア 役職定年制の特例適用者の勤務の延長 

役職定年制の特例により降任等をせず、定年退職日まで引き続いて管理監督職として勤

務させた職員を、勤務延長させる場合には、市長の承認を得たときに限ることとし、１年

を超えない範囲内で延長できることとする。 

ただし、当該期限は当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間（管理監督職勤務

上限年齢（６０歳）に達した日の翌日から最初の４月１日までの期間をいう。以下同じ。）

の末日の翌日から起算して３年までとすることとする。 

イ 勤務延長事由 

      第４条第１項各号の定年退職日から引き続き勤務させることができる事由について、次
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のとおり改正する。 

 第１号 

（改正前） 

当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職

により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。 

  ↓ 

（改正後） 

当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職

により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずる

こと。 

 第２号 

（改正前） 

当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職によ

る欠員を容易に補充することができないとき。 

↓ 

（改正後） 

当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職によ

り生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

 第３号 

（改正前） 

当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があ

るため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。 

 ↓ 

（改正後） 

当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があ

るため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること。 

ウ 勤務延長の再延長 

 勤務延長させた職員を再度延長して勤務させる場合には、市長の承認を要することと

する。 

 アにより勤務延長させた後、引き続き再度延長して勤務させる場合には１年を超えな

い範囲内で期限を延長できることとし、再度の延長もできることとする。ただし、当該

期限は異動期間の末日の翌日から起算して３年までとする。 

 その他必要な文言の整備をする。 

 

４ 役職定年制導入に伴う改正 

   第３章で役職定年制に関することを規定し、次のとおり新設する。 

⑴ 役職定年制の対象となる管理監督職（改正後の第６条） 

役職定年制の対象となる管理監督職は、管理職手当を支給される職員の職（保健所において

医療業務に従事する医師が占める職は除く。）とする。 

⑵ 役職定年年齢（改正後の第７条） 

役職定年する年齢は、年齢６０年とする。 

⑶ 役職定年制により他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準（改正後の第８条） 

任命権者は、役職定年制により他の職への降任等を行うに当たっては、地方公務員法第１３

条（平等取扱いの原則）、第１５条（任用の根本基準）、第２３条の３（人事評価に基づく基準）、

第２７条第１項（分限及び懲戒の基準）及び第５６条（不利益取扱いの禁止）に定めるものの

ほか、次のア～ウの基準を遵守しなければならないこととする。 

ア 当該職員の人事評価の結果、勤務の状況、職務経験等に基づき、降任又は転任（降給を伴

う転任に限る。）（以下「降任等」という。）をしようとする職の属する職制上の段階の標準

的な職に係る標準職務遂行能力及び当該降任等をしようとする職についての適性を有する

と認められる職に、降任等をすること。 

イ 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年

齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職
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に、降任等をすること。 

ウ 当該職員の他の職への降任等をする際、同時に、当該職員が占めていた管理監督職が属す

る職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員（以下「上位職職

員」という。）の他の職への降任等をする場合には、やむを得ないと認められる場合を除き、

上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の

段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

⑷ 役職定年制による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例（改正後の第９条） 

ア 役職定年制の特例（異動期間の延長） 

任命権者は、次の ～ に該当するときは、異動期間の末日の翌日から起算して１年を超

えない期間内（当該期間内に定年退職日がある場合は、当該異動期間の末日の翌日から定年

退職日までの期間内）で当該異動期間を延長し、引き続き管理監督職を占めたまま勤務をさ

せることができることとする。 

 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職

への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が

生ずること。 

 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への

降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ず

ること。 

 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情がある

ため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。 

イ 役職定年制の特例（異動期間の再延長） 

任命権者は、ア又はこのイにより異動期間（これらにより延長された期間を含む。）が延

長された管理監督職を占める職員について、アの ～ が引き続き該当するときは、市長の

承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当

該期間内に定年退職日がある場合には、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職

日までの期間内）で延長された当該異動期間を更に延長することができることとする。ただ

し、更に延長される当該異動期間の末日は、異動期間の末日の翌日から起算して３年を超え

ることができないこととする。 

⑸ 異動期間の延長等に係る職員の同意（改正後の第１０条） 

任命権者は、異動期間を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならないこ

ととする。 

⑹ 異動期間の延長事由が消滅した場合の措置（改正後の第１１条） 

任命権者は、異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期

間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等をすることとする。 

 

５ 定年前再任用短時間勤務制導入に伴う改正 

第４章で定年前再任用短時間勤務制に関することを規定し、次のとおり新設する。 

⑴ 定年前再任用短時間勤務職員の任用（改正後の第１２条） 

任命権者は、６０歳に達した日以後に退職（臨時的に任用される職員その他の法律により任

期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。）をした者（以下「年齢６

０年以上退職者」という。）を、従前の勤務実績その他の市規則で定める情報に基づく選考に

より、短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を

要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の１週間当たりの通常の

勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下同じ。）に採用することができることとする。 

ただし、年齢６０年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職

日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務

の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。）を経過した者であ

るときは、この限りでないこととする。 

⑵ 組合の年齢６０年以上退職者の定年前再任用短時間勤務職員の任用（改正後の第１３条） 

任命権者は、⑴のほか、組合（東京市町村総合事務組合、東京都十一市競輪事業組合、東京

都六市競艇事業組合、南多摩斎場組合、東京たま広域資源循環組合及び多摩ニュータウン環境

組合並びに東京都後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。）の年齢６０年以上退職者を、
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従前の勤務実績その他の市規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用する

ことができることとする。 

また、この場合には⑴のただし書きを準用することとする。 

 

６ 「第５章 雑則」の新設 

第５章で雑則について規定し、次のとおり新設する。 

この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定めることとする。（改正後の第１４条） 

 

７ 附則の改正 

次のとおり経過措置を講ずる。 

⑴ 定年に関する経過措置（附則第２項・第３項） 

ア 令和５年（２０２３年）４月１日から令和１３年（２０３１年）３月３１日までの間、保

健所に勤務する医師以外の職員の定年の年齢は、次のとおりとする。 

令和５年（２０２３年）４月１日から令和７年（２０２５年）３月３１日まで   ６１年 

令和７年（２０２５年）４月１日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで   ６２年 

令和９年（２０２７年）４月１日から令和１１年（２０２９年）３月３１日まで  ６３年 

令和１１年（２０２９年）４月１日から令和１３年（２０３１年）３月３１日まで ６４年 

イ 令和５年（２０２３年）４月１日から令和１３年（２０３１年）３月３１日までの間、保

健所に勤務する医師の職員の定年の年齢は、次のとおりとする。 

令和５年（２０２３年）４月１日から令和１３年（２０３１年）３月３１日まで  ６５年 

⑵ 情報の提供及び勤務の意思の確認に関する経過措置（附則第４項） 

    任命権者は、当分の間、職員が６０歳に到達する年度の前年度に当該職員に対し、当該職員

が年齢６０年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な

情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努め

るものとする。 

※ 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員及

び保健所に勤務する医師は、情報の提供及び勤務の意思の確認を行う職員から除く。 

※ ６０歳に到達する年度の前年度に職員でなかった者で、情報の提供及び勤務の意思の確認

を行うべき年度の末日後に採用された職員は、当該職員が採用された日から同日の属する年

度の末日までの期間に、情報の提供及び勤務の意思の確認を行う。 

※ 異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することと

なった職員は、当該職員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当

該年度の前年度）に、情報の提供及び勤務の意思の確認を行う。 

 

＜施行日＞ 

  令和５年（２０２３年）４月１日 

 

 ＜経過措置＞ 

１ 勤務延長に関する経過措置（改正条例附則第２条） 

⑴ 旧条例の規定により勤務延長をし、施行日後に延長の期限が到来する職員に係る勤務の再延

長に関する経過措置 

施行日前にこの条例による改正前の八王子市職員の定年等に関する条例（以下「旧条例」と

いう。）の規定により勤務を延長することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限（旧条例の規定

による延長の期限又は旧条例の規定による再度延長された期限をいう。以下同じ。）が施行日

以後に到来する職員（以下「旧条例勤務延長職員」という。）について、旧条例勤務延長期限

又はこの条例による改正後の八王子市職員の定年等に関する条例（以下「新条例」という。）

の規定により延長された期限が到来する場合に、新条例の規定による延長の事由がある場合

は、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長

することができることとし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例の定年退職日

の翌日から起算して３年を超えることができないこととする。 

⑵ 定年引上げの経過措置期間中に勤務延長をしている職員の任用制限に関する経過措置 

任命権者は、定年引上げ日（施行日、令和７年（２０２５年）４月１日、令和９年（２０２
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７年）４月１日、令和１１年（２０２９年）４月１日及び令和１３年（２０３１年）４月１日

をいう。以下同じ。）から定年引上げ日の翌年の３月３１日までの間、定年引上げ日における

新条例定年（新条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）が定年引上げ日の前日におけ

る新条例定年（定年引上げ日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第３条に

規定する定年）を超える職及びこれに相当する定年引上げ日以後に設置された職その他の市規

則で定める職に、定年引上げ日から同日の翌年の３月３１日までの間に新条例第４条第１項若

しくは第２項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「令

和３年改正法」という。）附則第３条第５項の規定又は⑴により勤務している職員のうち、定

年引上げ日の前日において同日における当該職に係る新条例定年（定年引上げ日が施行日であ

る場合には、施行日の前日における旧条例第３条に規定する定年）に達している職員（当該市

規則で定める職にあっては、市規則で定める職員）を、昇任し、降任し、又は転任することが

できないこととする。 

 

２ 定年退職者等の再任用に関する経過措置 

⑴ フルタイム職への暫定再任用（改正条例附則第３条） 

ア 施行日前定年退職者等のフルタイム職への暫定再任用 

任命権者は、次の ～ のうち、６５歳到達日以後における最初の３月３１日（以下「年

齢６５年到達年度の末日」という。）までの間にある者で、当該者を採用しようとするフル

タイム職に係る旧条例定年（施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更

等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとし

た場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）に達しているものを、従前の勤務実

績その他の市規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、

当該フルタイム職に採用することができることとする。 

 施行日前に定年（旧条例第２条の規定による定年）退職した者 

 勤務延長（旧条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３条第５項又は

改正条例附則第２条第１項の規定による勤務）後退職した者 

 ２０年以上勤続して施行日前に退職した者（ 及び を除く。）であって、当該退職の

日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者 

 ２０年以上勤続して施行日前に退職した者（ ～ を除く。）であって、当該退職の日

の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用（令和３年改正

法による改正前の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２

８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用することをい

う。）又は暫定再任用（改正条例附則第３条第１項若しくは第２項、改正条例附則第４条

第１項若しくは第２項、改正条例附則第５条第１項若しくは第２項又は改正条例附則第６

条第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。⑵アにおいて同じ。）をされ

たことがある者 

イ 施行日後定年退職者等のフルタイム職への暫定再任用 

令和１４年（２０３２年）３月３１日までの間、任命権者は、次の ～ のうち、年齢６

５年到達年度の末日までの間にある者で、当該者を採用しようとするフルタイム職に係る新

条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の市規則で定める情報に基づく選考に

より、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該フルタイム職に採用することができること

とする。 

 施行日以後に新条例第２条の規定により退職した者 

 施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職した者 

 施行日以後に新条例第１２条の規定により採用された者のうち、令和３年改正法による

改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）第２２条の４第３項に規定す

る任期が満了したことにより退職した者 

 施行日以後に新条例第１３条第１項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法

第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第３項に規定する任

期が満了したことにより退職した者 

 ２０年以上勤続して施行日以後に退職した者（ ～ の者を除く。）であって、当該退

職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者 
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 ２０年以上勤続して施行日以後に退職した者（ ～ の者を除く。）であって、当該退

職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある

者 

ウ 任期の更新 

任期は１年を超えない範囲内で更新することができることとし、再度の更新もできること

とする。ただし、任期の末日は年齢６５年到達年度の末日以前までとする。 

エ 任期の更新要件 

暫定再任用職員の任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務

実績が、良好である場合に行うことができることとする。 

オ 任期の更新の同意 

任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員

の同意を得なければならないこととする。 

⑵ 組合職員のフルタイム職への暫定再任用（改正条例附則第４条） 

ア 施行日前定年退職者等のフルタイム職への暫定再任用 

任命権者は、組合における⑴ア ～ のうち、年齢６５年到達年度の末日までの間にある

者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達している

者を、従前の勤務実績その他の市規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範

囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができることとする。 

イ 施行日後定年退職者等のフルタイム職への暫定再任用 

令和１４年（２０３２年）３月３１日までの間、組合における⑴イ ～ のうち、年齢６

５年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要す

る職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の市規則で定める情報に基

づく選考により、1 年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用する

ことができることとする。 

ウ ア及びイの場合における任期の更新、任期の更新の要件及び任期の更新の同意について

は、⑴ウ～オを準用することとする。 

⑶ 短時間勤務職への暫定再任用（改正条例附則第５条） 

ア 施行日前定年退職者等の短時間勤務職への暫定再任用 

任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、⑴ア ～ のうち、

年齢６５年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤

務職に係る旧条例定年相当年齢（短時間勤務職を占める職員が、フルタイム職でその職務が

当該短時間勤務職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年（施行日以後

に新たに設置された短時間勤務職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された

短時間勤務職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合におい

て、当該職を占める職員が、フルタイム職でその職務が当該職と同種の職を占めているもの

としたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。以下同じ。）に達して

いる者を、従前の勤務実績その他の市規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えな

い範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができることとする。 

イ 施行日後定年退職者等の短時間勤務職への暫定再任用 

令和１４年（２０３２年）３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２条の

４第４項の規定にかかわらず、⑴イ ～ のうち、年齢６５年到達年度の末日までの間にあ

る者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢（短時

間勤務職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務職と同種の職を

占めているものとした場合における新条例定年をいう。以下同じ。）に達している者（定年

前再任用短時間勤務職員として採用することができる者を除く。）を、従前の勤務実績その

他の市規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短

時間勤務の職に採用することができることとする。 

ウ ア及びイの場合における任期の更新、任期の更新の要件及び任期の更新の同意について

は、⑴ウ～オを準用することとする。 

⑷ 組合職員の短時間勤務職への暫定再任用（改正条例附則第６条） 

ア 施行日前定年退職者等の短時間勤務職への再任用 

     任命権者は、⑶アによるほか、新地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地
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方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、組合における⑴ア ～ に掲げる者の

うち、年齢６５年到達年度の末日までの間にある者で、当該者を採用しようとする短時間勤

務職に係る旧条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の市規則で定める

情報に基づく選考により、1 年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用

することができることとする。 

イ 施行日後定年退職者等の短時間勤務の職への再任用 

令和１４年（２０３２年）３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２条の

５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、組合に

おける⑴イ ～ のうち、年齢６５年到達年度の末日までの間にある者で、当該者を採用し

ようとする短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者（定年前再任用短時間勤

務職員として採用することができる者を除く。）を、従前の勤務実績その他の市規則で定め

る情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採

用することができることとする。 

ウ ア及びイの場合における任期の更新、任期の更新の要件及び任期の更新の同意について

は、⑴ウ～オを準用することとする。 

 

３ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢（改正条例附則第７条） 

⑴ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職（施行日以後に設置された職その他の条

例で定める職）は、次の職とする。 

ア 施行日以後に新たに設置された職 

イ 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

⑵ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢（⑴の職に係る定年に相当する年齢）

は、⑴の職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第３条に規定する

定年に準じた当該職に係る年齢とする。 

 

４ 令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第２２条

の４第４項の条例で定める職及び年齢（改正条例附則第８条） 

⑴ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令和３年改正

法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第２２条の４第４項の

条例で定める職（施行日以後に設置された職その他の条例で定める職）は、次に掲げる職とす

る。 

ア 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

イ 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

⑵ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令和３年改正

法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する地方公務員法第２２条の４第４項の条

例で定める年齢（⑴の職に係る定年に相当する年齢）は、⑴の職が施行日の前日に設置されて

いたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が⑴の

職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた⑴の職に係る年齢と

する。 

 

５ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員（改正条例

附則第９条） 

⑴ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職（施行日を除く定年引上げ日に定年が引

上げられる職に相当するものとして、定年引上げ日以降に設置された職その他の条例で定める

職）は、次に掲げる職のうち、当該職が定年引上げ日の前日に設置されていたものとした場合

において、定年引上げ日における新条例定年が定年引上げ日の前日における新条例定年を超え

る職とする。 

ア 定年引上げ日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

イ 定年引上げ日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含む。） 

⑵ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者（⑴の職に係るものとして条例で定める

者）は、⑴の職が定年引上げ日の前日に設置されていたものとした場合において、同日におけ

る当該職に係る新条例定年に達している者とする。 
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⑶ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員（⑴の職に係るものとして条例で定め

る職員）は、⑴の職が定年引上げ日の前日に設置されていたものとした場合において、同日に

おける当該職に係る新条例定年に達している職員とする。 

 

６ 定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置（改正条例附則第１０条） 

任命権者は、定年引上げ日から翌年の３月３１日までの間、定年引上げ日において定年が引上

げられる短時間勤務の職及びこれに相当する定年引上げ日以後に設置された短時間勤務の職そ

の他の市規則で定める短時間勤務の職（以下「新条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。）

に、定年引上げ日の前日までに年齢６０年以上退職者となった者（定年引上げ日前から新条例第

４条第１項又は第２項の規定により勤務を延長した後定年引上げ日以後に退職をした者を含

む。）のうち定年引上げ日の前日において同日における当該新条例定年相当年齢引上げ短時間勤

務職に係る新条例定年相当年齢に達している者（当該市規則で定める短時間勤務の職にあって

は、市規則で定める者）を、定年前再任用短時間勤務職員として採用することができないことと

し、新条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、定年前再任用短時間勤務職員として採用された

職員のうち定年引上げ日の前日において同日における当該新条例定年相当年齢引上げ短時間勤

務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員（当該市規則で定める

短時間勤務の職にあっては、市規則で定める定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任し、降任し、

又は転任することができないこととする。 

 

７ 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢（改正条例附則第１１条） 

令和３年改正法附則第２条第３項では、施行日前に情報の提供及び勤務の意思の確認の対象と

なる者の令和５年度中における年齢を条例で定めることとしており、この年齢について６０歳と

することとする。 

 

８ 八王子市職員の再任用に関する条例の廃止（改正条例附則第１２条） 

現行の再任用制度は、定年前再任用短時間勤務職員への移行及び暫定再任用制度の存置により

廃止となることから、八王子市職員の再任用に関する条例（平成１３年八王子市条例第７６号）

は、令和５年(２０２３年)３月３１日限り廃止する。 

 

 

【法令等】 

 ○地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

  第１３条、第１５条、改正後の第２２条の４、改正後の第２２条の５第１項、第３項、第２３条

の３、第２７条第１項、第２８条の２、第２８条の４第１項、第２８条の５、第２８条の６第１項

～第２項、第２８条の７、第５６条 

 

 ○地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号） 

  附則第２条第３項、附則第３条第５項、附則第４条～第７条、附則第８条第３項～第５項 
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条例改正 
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改

正する条例設定について 

総務部 

職員課 

概 

要 

 地方公務員法の改正により、６０歳を超える職員の給与を当分の間、６０歳時の７割水準と

することから、減給処分による減給額の取扱いを明確にするため、条例を改正するもの 

【内容】 

 平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用するた

め、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や

高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び

転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられた。これを踏まえ、地方公務員法の一部を改正

する法律（令和３年法律第６３号）により地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）が改正され、

地方公務員においても、国家公務員と同様の制度が創設された。 

 この中で、６０歳超の職員の給料については、当分の間、当該職員が６０歳に達した日後における

最初の４月１日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及

び当該職員の受ける号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額とする（以下「給料月額７割措

置」という。）こととされたことから、給料月額７割措置前に行われた減給処分により、減給が給料

月額７割措置後まで及ぶ場合の減給額の取扱いを明確にするため、条例を改正する。 

 

 ＜改正内容＞ 

  減給処分に関する規定（第３条）を以下のとおり改正する。 

  １ 減給は１日以上６月以下の期間、その発令の日に受ける給料の１０分の１以下を減ずるもの

とする。（下線部の文言を追加） 

２ 減給する額が、現に支給される給料の１０分の１に相当する額（以下「１０分の１相当額」

という。）を超えるときは、１０分の１相当額を当該給料から減ずることとする。（新たに規定） 

 

 ＜施行日＞ 

  令和５年（２０２３年）４月１日 

 

【法令等】 

 〇地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

  第２２条の２第１項第 1号、第２９条第１項、第４項 

 

 〇八王子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年八王子市条例第１０号） 

  第１９条～第２１条 
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条例改正 
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例設定について 

総務部 

労務課 

概 

要 

 地方公務員法の改正に伴い、これまでの再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職

員に変更するもの 

【内容】 

 平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用するた

め、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や

高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び

転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられた。これを踏まえ、地方公務員法の一部を改正

する法律（令和３年法律第６３号）により地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）が改正され、

地方公務員においても、国家公務員と同様の制度が創設された。 

 定年前再任用短時間勤務制の導入に伴い、現行の再任用制度が廃止されることから、従前の再任用

短時間勤務職員の勤務時間等に関する規定を、新設される定年前再任用短時間勤務職員に適用するた

め、条例の規定を改める。 

 

 ＜改正内容＞ 

条例中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。改正する条は以

下のとおり。（第２条第２項においては、引用する地方公務員法の条項の移動も行う。） 

１ 第２条第２項及び第４項（１週間の正規の勤務時間に関する規定） 

２ 第３条第１項（正規の勤務時間の割振りに関する規定） 

３ 第４条第１項及び第２項（週休日に関する規定） 

４ 第１３条第１項（年次有給休暇に関する規定） 

 

＜施行日＞ 

  令和５年（２０２３年）４月１日 

 

【法令等】 

 ○地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

  改正後の第２２条の４第１項、改正後の第２２条の５第１項、第２８条の５第１項、第２８条の

６第２項 
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条例改正 
職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例設定について 

総務部 

労務課 

概 

要 

 育児休業法の改正により、育児休業の取得回数の制限緩和等の措置が講じられたこと等に合

わせて条例を改正するもの 

【内容】 

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を

改正する法律（令和３年法律第５８号）により育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）が改正され、男女ともに仕事と育児等を両立できるよ

うにするための制度が整備された。これを受け、国家公務員についても、職員の育児と仕事の両立を

支援するため、人事院規則が改正され、各省庁の長等に育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関

する措置等を講ずることが義務付けられた。本市においても、より一層、妊娠・出産・育児と仕事の

両立支援を図るため、当該措置に係る規定を整備する。 

また、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和４年法律

第３５号）により地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）が改正され、育

児休業の取得回数の制限緩和等の措置が講じられたことから、当該措置に係る規定を整備する。 

さらに、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の改正により、定年の引き上げに伴い、現行

の再任用制度に代えて定年前再任用短時間勤務制が導入された。そのため、従前の再任用短時間勤務

職員の勤務時間等に関する規定を、新設される定年前再任用短時間勤務職員に適用するため、条例の

規定を改める。 

 

 ＜改正内容＞ 

 １ 育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置（改正条例の第１条） 

   育児休業を取得しやすい勤務環境を整備するため、次の条文を追加する。 

  ⑴ 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠・出産等をした

ことを申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度等を知らせるとともに、

育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談等の措置を講じなけれ

ばならないこととする。（第１１条第１項） 

  ⑵ 任命権者は、職員が⑴の申出をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることがない

ようにしなければならないこととする。（第１１条第２項） 

  ⑶ 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を

講じなければならないこととする。（第１２条） 

   ア 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

   イ 育児休業に関する相談体制の整備 

   ウ その他育児休業に係る勤務環境の整備 

 

 ２ 育児休業の取得回数制限の緩和に伴う改正（改正条例の第２条） 

  ⑴ 育児休業の取得回数制限を超えて育児休業を取得することのできる要件の緩和等 

   ア 育児休業の取得回数制限を超えて育児休業を取得することのできる「条例で定める特別

の事情」のうち、育児休業計画書により申し出た場合の規定を削除する。（第３条第５号） 

   イ 育児休業の取得回数制限を超えて育児休業を取得することのできる「条例で定める特別

の事情」のうち、「非常勤職員の任期の更新の際に、その任期の初日から再び育児休業を

取得する場合」としている規定を、「任期を定めて採用された職員の任期の更新の際に、

その任期の初日から再び育児休業を取得する場合」とする。（第３条第８号） 

⑵ 非常勤職員が育児休業しようとする場合の取得要件の緩和 

    現在、「子が１歳６か月に達する日までに任期が満了することが明らかでないこと」が要

件となっている非常勤職員に係る育児休業の取得要件について、新たに、「子の出生後８週

間以内に育児休業をしようとする場合にあっては、子が８週間と６月を経過する日までに任

期が満了することが明らかでないこと」を加える。（第２条第４号ア(ｱ)） 

  ⑶ 非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化 
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   ア 育児休業を子の１歳６か月到達日まで取得できる要件の緩和（第２条の３第３号） 

     非常勤職員が育児休業を子の１歳６か月到達日まで取得できる要件のうち、従前は

「子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とすること」としていた要件に、「配

偶者が子の１歳到達日の翌日以降育児休業をしている場合にあっては、当該育児休業期

間の末日の翌日以前の日を育児休業期間の初日とすること」を加える。 

     非常勤職員が育児休業を子の１歳６か月到達日まで取得できる要件について、特別の

事情があるときは、「子の１歳到達日において育児休業をしていること」及び「子の１

歳到達日の翌日から育児休業をすること」という要件を不要とする。 

   イ 育児休業を子の２歳到達日まで取得できる要件の緩和（第２条の４） 

     非常勤職員が育児休業を子の２歳到達日まで取得できる要件のうち、従前は「子の１

歳６か月到達日の翌日を育児休業の期間の初日とすること」としていた要件に、「配偶

者が子の１歳６か月到達日の翌日以降育児休業をしている場合にあっては、当該育児休

業期間の末日の翌日以前の日を育児休業期間の初日とすること」を加える。 

     非常勤職員が育児休業を子の２歳到達日まで取得できる要件について、特別の事情が

あるときは、「子の１歳６か月到達日において育児休業をしていること」及び「子の１

歳６か月到達日の翌日から育児休業をすること」という要件を不要とする。 

  ⑷ 規定整備 

    その他、⑴から⑶までの改正に伴い、文言等を整備する。 

 

 ３ 定年前再任用短時間勤務制の導入、現行の再任用制度廃止に関する規定整備（改正条例の第

３条） 

  ⑴ 育児休業をすることができない職員に、定年条例第９条の規定により異動期間が延長され

た管理監督職を占める職員を追加する。（第２条第３号） 

  ⑵ 以下の条で「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。（ア

においては、引用する地方公務員法の条項の移動も行う。） 

   ア 第７条（育児休業法第１９条第１項の部分休業をとることができない職員に関する規

定） 

   イ 第８条第 1項（部分休業の承認に関する規定） 

 

＜施行日＞ 

 １ 公布施行 

 ２ 令和４年（２０２２年）１０月１日 

 ３ 令和５年（２０２３年）４月１日 

 

【法令等】 

１ 育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置 

 ○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６

号） 

  第２１条、第２２条 

 

２ 育児休業の取得回数制限の緩和等 

 ○地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号） 

  改正後の第２条 

 

３ 定年前再任用短時間勤務制の導入、現行の再任用制度廃止に関する規定整備 

 ○地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

  改正後の第２２条の４第１項、改正後の第２２条の５第１項、第２８条の５第１項、第２８条の

６第２項 

 

 ○地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号） 

  附則第６条第１項、第２項、附則第７条第１項、第３項 
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条例改正 

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処

遇等に関する条例の一部を改正する条例設定につい

て 

総務部 

職員課 

概 

要 

 地方公務員法の改正に伴い、外国の地方公共団体の機関等への派遣の対象職員としている再

任用職員に関する規定を削るほか、所要の改正を行うもの 

【内容】 

 平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用するた

め、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や

高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び

転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられた。これを踏まえ、地方公務員法の一部を改正

する法律（令和３年法律第６３号）により地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）が改正され、

地方公務員においても、国家公務員と同様の制度が創設された。 

 定年前再任用短時間勤務制の導入に伴い、現行の再任用制度が廃止されることから、外国の地方公

共団体の機関等への派遣の対象職員としている再任用職員に関する規定を削るほか、所要の改正を行

う。 

 

 ＜改正内容＞ 

  １ 再任用職員に関する規定の削除（第２条第２項第１号） 

    外国の地方公共団体の機関等への派遣の対象職員としている再任用職員に関する規定を削

る。 

  ２ 規定の整備 

   ⑴ １の改正に伴い、第２条第２項第３号で引用している地方公務員法に法律番号を加える。 

   ⑵ 第２条第２項第５号中「一に」を「いずれかに」に改める。 

  ３ 暫定再任用フルタイム職員を派遣対象とする経過措置（附則第２項） 

    １により削除する再任用職員に代えて、暫定再任用フルタイム職員を派遣の対象職員とする

こととし、令和１４年（２０３２年）３月３１日までの間の経過措置として改正後の第２条第

２項第１号の規定を読み替えて適用する規定を設ける。 

 

 ＜施行日＞ 

  令和５年（２０２３年）４月１日 

 

【法令等】 

 ○地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

  第２８条の４第１項、第２８条の６第１項 

 

 ○地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号） 

  附則第４条第１項、第２項、附則第５条第１項、第２項、附則第６条第１項、第２項、附則第７

条第１項、第３項 
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条例改正 
公益的法人等への八王子市職員の派遣等に関する条

例の一部を改正する条例設定について 

総務部 

職員課 

概 

要 

 地方公務員法の改正に伴い、公益的法人等への派遣の対象職員を再任用職員から定年前再任

用短時間勤務職員に改めるもの 

【内容】 

 平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用するた

め、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や

高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び

転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられた。これを踏まえ、地方公務員法の一部を改正

する法律（令和３年法律第６３号）により地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）が改正され、

地方公務員においても、国家公務員と同様の制度が創設された。 

 定年前再任用短時間勤務制の導入に伴い、現行の再任用制度が廃止されることから、公益的法人等

への派遣の対象職員を再任用職員から定年前再任用短時間勤務職員に改める。 

 

 ＜改正内容＞ 

  公益的法人等への派遣の対象職員として記述していた再任用職員の採用の根拠規定を定年前再

任用短時間勤務職員の採用の根拠規定に改める。（第２条第２項第１号） 

 

 ＜施行日＞ 

  令和５年（２０２３年）４月１日 

 

 ＜経過措置＞ 

  現行の再任用制度は、定年の引上げ期間中、暫定再任用制度として存置されるため、現行の再任

用職員と同様に暫定再任用職員を公益的法人等に派遣することができることとする。 

 

【法令等】 

 ○地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

  第２８条の４第１項、第２８条の５第１項、第２８条の６第１項、第２項、改正後の第２２条の

４第１項、改正後の第２２条の５第１項、 

 

 ○地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号） 

  附則第４条第１項、第２項、附則第５条第１項、第２項、附則第６条第１項、第２項、附則第７

条第１項、第３項 
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条例改正 
八王子市職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例設定について 

総務部 

職員課 

概 

要 

 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、６０歳を超える職員の給与を当分の

間、６０歳時の７割水準とするほか、所要の改正を行うもの 

【内容】 

 平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用するた

め、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や

高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び

転任（以下「役職定年制」という。）並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられた。これを踏

まえ、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）により地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）が改正され、地方公務員においても、国家公務員と同様の制度が創設された。 

 同法において、職員の給与は条例で定めることとされている（同法第２４条第５項）ことから、同

法第２４条第２項に規定する均衡の原則に基づき、国家公務員と同様の措置を講じるため、条例を改

正する。 

 

 ＜改正内容＞ 

  １ 再任用制の廃止と定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う改正 

   ⑴ 定年前再任用短時間勤務職員の給与制度は、現行の再任用職員（短時間勤務）の給与制度

と同様のものとすることとされている。 

そこで、現行の再任用職員の給与に関する規定を、定年前再任用短時間勤務職員の給与に

関する規定に改めることとし、次のとおり改正する。 

    ア 第４条第８項の再任用職員の給料月額の決定に関する規定を、定年前再任用短時間勤務

職員の給料月額の決定及び計算方法に関する規定に改める。 

    イ アの改正に伴い、再任用短時間勤務職員の給料月額の計算方法に関し規定している第４

条の２第１項を削除する。また、これにより同条第２項を第１項に繰り上げる。 

    ウ 第１０条第２項第２号及び第１３条第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改める。 

    エ 第１６条第２号、第１７条第３項並びに第１８条第２項第１号及び第２号中「再任用職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

    オ 別表第１から別表第３までの表中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改め、再任用職員の各職務の級欄に「基準給料月額」及び「円」の表記を追加する。 

   ⑵ 昇格昇給の基準を定めた第４条第２項から第７項までの規定は、定年前再任用短時間勤務

職員に適用しないこととし、第２１条の２の適用除外に関する規定に追加するため、次のと

おり改正する。 

    ア 第４条第２項から第７項までの規定を、定年前再任用短時間勤務職員には適用を除外す

ることを第１項に追加する。 

    イ アの改正に伴い、現行の第１項から第４項までの規定を１項ずつ繰り下げる。 

    ウ ⑴の改正と同様の趣旨に基づき、イにより繰り下げられた第４項及び第５項の規定中

「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 

  ２ 期末手当の支給割合の規定方法の改正（第１７条第２項） 

    条例で定めていた期末手当の支給割合を、東京都の規定方法に合わせ、規則に委任して定め

ることとする。 

 

  ３ 給料月額７割措置の導入に伴う経過措置（改正後の附則第５項・第６項） 

    給料月額７割措置に関することについて、次のとおり経過措置規定を追加する。 

   ⑴ 給料月額７割措置に関する経過措置 

     当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最初の４月１日（４

において「特定日」という。）以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該

職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額（給料の切替えに伴う経過措置
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として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給

料月額とする。）に１００分の７０を乗じて得た額とすることとし、この場合において、当

該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数

を生じたときはこれを１００円に切り上げることとする。 

   ⑵ 給料月額７割措置を適用しない職員 

     次の職員には給料月額７割措置を適用しないこととする。 

    ア 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤

職員 

    イ 保健所の医師 

    ウ 役職定年の特例により引き続き管理監督職を占める職員 

    エ 勤務延長している職員（定年退職日において給料月額７割措置が適用されていた職員を

除く。） 

 

  ４ 役職定年調整額に関する経過措置（改正後の附則第７項） 

    役職定年制により他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた

日（以下この４及び６において「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用

を受ける職員のうち、特定日に給料月額７割措置により当該職員の受ける給料月額（以下この

４において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に

１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、

５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げることとする。以下

「基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員（市規則で定める職員を除くこととす

る。）には、当分の間、特定日以後、給料月額７割措置により当該職員の受ける給料月額のほ

か、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額（以下「役職定年調整額」という。）

を給料として支給することとする。 

 

  ５ 役職定年調整額の上限額（改正後の附則第８項） 

    役職定年調整額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属

する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における役職定年調整額は、当該職

員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額との差額に

相当する額とする。 

 

  ６ 役職定年調整額の準用に関する経過措置（改正後の附則第９項・第１０項） 

    次の職員については、当分の間、上記４及び５（⑵については、４、５及びこの６⑴）に準

じて市規則で定めるところにより役職定年調整額を支給することとする。 

   ⑴ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（給料月額７割措置の適用を受ける

職員に限り、４に規定する職員を除く。）であって、４の役職定年調整額を支給される職員

との権衡上必要があると認められる職員 

   ⑵ ４又は６⑴以外の給料月額７割措置を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給

料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員 

 

  ７ 役職定年調整額の支給を受ける職員の期末手当及び勤勉手当の計算（改正後の附則第１１

項） 

    役職定年調整額は、期末手当及び勤勉手当の職務段階等を考慮して加算する額の計算の基礎

となる給料月額に含むこととする。 

 

  ８ 市規則への委任（改正後の附則第１２項） 

    附則第５項から第１１項までに定めるもののほか、給料月額７割措置、役職定年調整額その

他附則第５項から第１１項までの規定の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

 

  ９ 八王子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正（改正条例附則第８

項） 

    第１０条第２項第２号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改
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めることに伴い、同規定を読み替えて準用している八王子市会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例（令和元年八王子市条例第１０号）第２４条第２項についても同様に改正す

る。 

 

 ＜施行日＞ 

  令和５年（２０２３年）４月１日 

 

 ＜経過措置＞ 

  １ 職員の勤務延長に関する経過措置（改正条例附則第２項） 

    給料月額７割措置に関する経過措置及び役職定年調整額に関する経過措置の規定は、施行日

前に勤務の延長をされた職員で、延長の期限が施行日以後に到来する職員には適用しないこと

とする。 

 

  ２ 定年退職者等の再任用に関する経過措置（改正条例附則第３項～第７項） 

    暫定再任用職員に関する経過措置について次のとおり定める。 

   ⑴ フルタイム職の暫定再任用職員の給料月額は、定年前再任用短時間勤務職員とみなした場

合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当

該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

   ⑵ 短時間勤務職の暫定再任用職員の給料月額は、定年前再任用短時間勤務職員とみなした場

合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当

該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職

員の勤務時間をフルタイム職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

   ⑶ 暫定再任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数は、定年前再任用短時間勤務職員と同

月数とする。また、定年前再任用短時間勤務職員と同様に、昇格昇給の基準を適用せず、扶

養手当及び住居手当を支給しないこととする。 

   ⑷ 短時間勤務の暫定再任用職員の通勤手当の支給額の計算、時間外勤務手当の計算及び勤務

時間１時間当たりの給与の算出については、定年前再任用短時間勤務職員と同様に行うこと

とする。 

   ⑸ その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、市規則で定めることとする。 

 

【法令等】 

 ○地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

  第２８条の４第１項、第２８条の５第１項、第２８条の６第１項、第２項、改正後の第２２条の

４第１項、改正後の第２２条の５第１項、改正後の第２８条の２第４項 

 

 ○地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号） 

  附則第３条第５項、第６項、附則第４条第１項、第２項、附則第５条第１項、第３項、第６条第

１項、第２項、附則第７条第１項、第３項 
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条例改正 
八王子市職員退職手当支給に関する条例の一部を改

正する条例設定について 

総務部 

職員課 

概 

要 

 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、退職手当の基本額等に係る特例を設

けるほか、所要の改正を行うもの 

【内容】 

 平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用するた

め、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や

高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び

転任（以下「役職定年制」という。）並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられた。これを踏

まえ、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）により地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）が改正され、地方公務員においても、国家公務員と同様の制度が創設された。 

 この中で、６０歳超の職員の給料については、当分の間、当該職員が６０歳に達した日後における

最初の４月１日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及

び当該職員の受ける号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額とする（以下「給料月額７割措

置」という。）こととされたことから、退職手当について、定年引上げ前の定年年齢を超えて退職し

た場合に、定年引上げ前の定年で定年退職する場合に比べて不利益とならないようにするため、退職

手当の基本額等に係る特例を設けるほか、所要の改正を行う。 

 

 ＜改正内容＞ 

  １ 役職定年後に退職した者の退職手当の調整額の特例の新設（改正後の第７条の２） 

    退職手当の調整額の算出に用いる点数は、その者の退職した日の属する月の末日を起算日と

して５年前までの期間を調整額期間とし、当該調整額期間中の各月における職員の区分に応じ

て決定することとしている。このため、役職定年をした職員については、定年引上げ後におい

ても現行の規定により当該点数を算出した場合、調整額期間に降任後の職員の区分を含めて計

算することとなり、定年引上げの結果不利益が生じる。 

そこで、役職定年制により降任をされた後に退職した者に支給する退職手当の調整額の計算

は、退職した日の属する月の末日を起算日として５年前までの期間又は役職定年による降任を

された日の前日の属する月の末日を起算日として５年前までの期間のそれぞれの期間ごとに、

当該期間の初日の属する月から当該期間の末日の属する月までの各月ごとに、当該各月にその

者が属していた職員の区分に応じて、当該職員の区分の点数を合計した点数を計算し、多い方

の点数を用いて計算することとする。 

 

  ２ 給料月額７割措置をピーク時特例の適用の対象とする経過措置の新設（改正後の附則第５

項） 

    退職手当の基本額は、退職日の給料月額を基に算出することとしている。このため、定年引

上げ後においても現行の規定により退職手当の基本額を算出した場合、給料月額７割措置によ

る減額後の給料月額を基に算出することとなり、定年引上げの結果不利益が生じる。 

そこで、令和４年(２０２２年)３月３１日に導入した退職手当のピーク時特例制度（希望降

任等の理由による減額前の給料月額が退職日の給料月額よりも多い場合に適用される退職手

当の基本額の計算方法の特例制度。以下「ピーク時特例」という。）を、定年の引上げに伴う

給料月額７割措置についても適用することとする。 

 

  ３ ピーク時特例の経過措置の新設（改正後の附則第６項～第８項） 

    給料月額７割措置に対する退職手当のピーク時特例の適用により、当分の間、年度末年齢が

５６歳以降の在職期間中に希望降任等を理由とする給料月額の減額及び給料月額７割措置を

理由とする給料月額の減額の両方を受けていた場合には、希望降任等の理由による減額前の給

料月額、給料月額７割措置が適用される前の給料月額及び退職の日における給料月額を用い

て、ピーク時特例の算定方法に準じて退職手当の基本額を算定することとする。 

   ⑴ 基本額の計算 

     上位減額前給料月額（Ａ）×ａ＋下位減額前給料月額（Ｂ）×（ｂ－ａ）＋退職時給料月
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額（Ｃ）×（ｃ－ｂ） 

 
    ※ 上位減額前給料月額 

     ・ 上位減額前給料月額は、特別特定減額前給料月額（希望降任等の理由による減額前の

給料月額のうち最も多いもの。７割措置前給料月額を超えない場合は、７割措置減額日

よりも後のものに限る。以下同じ。）又は７割措置前給料月額のいずれか多い方とする。 

     ・ 特別特定減額前給料月額について、特別特定減額日（希望降任等の理由による減額日。

以下同じ。）以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合は、第４条第１項の

市規則で定める額（給料月額の改定をする条例等の制定以外の事由による給料月額の増

額又は減額がないものと仮定した場合における、当該給料月額の改定適用後の職員が現

に退職した日におけるその者の給料月額に相当する額）（その額が特別特定減額日の前

日におけるその者の給料月額を超える場合を除く。）とする。 

     ・ ７割措置前給料月額は、７割措置減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定さ

れた場合は、第４条第１項の市規則で定める額（その額が７割措置減額日の前日におけ

るその者の給料月額を超える場合を除く。）とする。 

     ※ 下位減額前給料月額 

      ・ 特別特定減額前給料月額又は７割措置前給料月額のいずれか少ない方とする。 

   ⑵ 上限額 

    ア 上位減額前給料月額（Ａ）×ａ／上位減額前給料月額（Ａ）が４３以上の場合 

      上位減額前給料月額×４３ 

    イ 上位減額前給料月額（Ａ）×ａ／上位減額前給料月額（Ａ）が４３未満の場合 

      下位減額前給料月額（Ｂ）×（ｂ－ａ）/下位減額前給料月額（Ｂ）が４３以上の場 

      合 

       上位減額前給料月額（Ａ）×ａ＋下位減額前給料月額（Ｂ）×（４３－ａ） 

      下位減額前給料月額（Ｂ）×（ｂ－ａ）/下位減額前給料月額（Ｂ）が４３未満の場 

      合 

       上位減額前給料月額（Ａ）×ａ＋下位減額前給料月額（Ｂ）×（ｂ－ａ）＋退職日給

料月額（Ｃ）×（４３－ｂ） 

 

  ４ 定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例の経過措置の新設（改正後の附則第

９項） 

    給料月額７割措置に対する退職手当のピーク時特例の適用により、６０歳時点の退職手当額

が基本的に確保されることを踏まえ、当分の間、現行の早期退職割増制度の割増対象を維持す

ることとし、現行定年（６０歳）の前１０年の退職について現行の割増率を適用することとす

る。 

   ※ 早期退職割増制度とは、退職の日における給料月額に定年と退職の日の属する年度の末日
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の年齢との差に相当する年数１年につき２％の加算をするもの。 

 

  ５ 公務上の理由等により退職する者に対する退職手当の基本額の特例の経過措置の新設（改正

後の附則第１０項） 

    当分の間、上記３のピーク時特例の経過措置を適用される者が公務上の理由等により退職す

る場合の退職手当の基本額の計算について、６０歳前職員と同様に、それぞれの減額前の給料

月額を１０％割増して計算する。 

 

  ６ 役職定年調整額が支給される職員に対する退職手当の基本額計算の経過措置の新設（改正後

の附則第１１項） 

    役職定年した職員については、降任による給料の減額と降任後の職に係る給料月額の７割措

置による減額の二重で給料月額の減額が行われることとなるため、当分の間、役職定年前の給

料月額７割水準額と降任後の給料月額に係る７割措置後の額の差額に相当する額（以下「役職

定年調整額」という。）を給料として支給し、役職定年前の給料月額７割を保証することとし

ている。また、退職手当の基本額は、退職日の給料月額を基に算出することとしているため、

定年引上げ後においても現行の規定により退職手当の基本額を算出した場合、降任後の給料月

額について７割措置された減額後の給料月額を基に退職手当の基本額を算出することとなり、

定年引上げの結果不利益が生じる。 

そこで、当分の間、役職定年調整額を支給される職員の退職手当の基礎となる給料月額は、

給料月額と役職定年調整額として支給される給料の額との合計額とする。 

 

  ７ その他規定の整備 

   ⑴ 再任用制度が廃止となり、新たに定年前再任用短時間勤務制度が創設されることから、改

正後の地方公務員法の根拠規定を引用するため、「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１項若しくは第２項」

を「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項若しくは第２２条の５

第１項」とする。（第１条） 

   ⑵ 退職手当の調整額に係る特例を新設することに伴い、退職手当の調整額について引用する

条を「第６条」を「第６条又は第７条の２」とする。（第２条の３） 

   ⑶ 「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」とする。（第１４条第１項第２号・第

３号、第１５条第１項第２号・第３号、第１７条第５項） 

   ⑷ 東京都の条例の記述に合わせるため、「にあっては」を「には」とする。（第１５条第１項、

第１７条第１項～第５項） 

   ⑸ 東京都の条例の記述に合わせるため、「以下この条」を「以下この項から第６項まで」と

する。（第１７条第１項） 

 

 ＜施行日＞ 

  令和５年（２０２３年）４月１日 

 

 ＜経過措置＞ 

  地方公務員法の一部を改正する法律により、現行の再任用制度が廃止となり、経過措置により暫

定再任用制度として存置されることとなったため、再任用職員に代え、暫定再任用職員を本条例の

適用を受ける職員から除くこととする。 

 

【法令等】 

 ○地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

  第２８条の４第１項、第２８条の５第１項、第２８条の６第１項、第２項、改正後の第２２条の

４第１項、改正後の第２２条の５第１項、改正後の第２８条の２第４項 

 

 ○地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号） 

  附則第４条第１項、第２項、附則第５条第１項、第２項、附則第６条第１項、第２項、附則第７

条第１項、第３項 
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条例制定 八王子市高校生等医療費助成条例設定について 
子ども家庭部 

子育て支援課 

概 

要 

 高校生等を養育している者に対し、当該高校生等に係る医療費の一部を助成するため、必要

な事項を定める条例を新規に制定するもの 

【内容】 

 本市においては、乳幼児医療費助成事業及び義務教育就学児医療費助成事業により、乳幼児及び義

務教育就学期にある児童に対して、医療費の一部を助成する事業を行っている。 

ここで、生涯にわたる健康づくりの基礎を培う大切な時期にある高校生等についても医療費の一部

を助成することにより、高校生等の保健の向上と保護者等の経済的負担の軽減を図るため、新たに条

例を制定する。 

 

＜制定内容＞ 

 １ 目的（第１条） 

   高校生等の保護者等に対し、高校生等に係る医療費の一部を助成することにより、高校生等の

保健の向上と健全な育成を図り、もって子育ての支援に寄与することを目的とする。 

 

 ２ 定義（第２条） 

  ⑴ １５歳に達した日の翌日以後の最初の４月１日から１８歳に達する日以後の最初の３月３

１日までの間にある者（次のア又はイに該当する者に限る。）を「高校生等」と定義し、当該

高校生等に係る医療費を助成の対象とすることとする。 

   ア 市内に住所を有し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第５条に規定する住民基

本台帳に記録されていること。 

   イ その他市長が別に定める要件を備えていること。 

  ⑵ 次のいずれかに該当するものを「保護者」と定義する。 

   ア 高校生等を監護し、これと生計を同じくするその父又は母 

   イ 父母に監護されない、又は父母と生計を同じくしない高校生等を監護し、その生計を維持

する者 

⑶ 社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費が助成の対象

となることから、「社会保険各法」を定義する。 

 

 ３ 対象者（第３条） 

  ⑴ 医療費の助成を受けることができる者は、高校生等を養育している保護者とする。 

  ⑵ ⑴にかかわらず、高校生等が何人からも監護されておらず、市長が必要と認める場合は、高

校生等本人を対象者とすることができる。 

  ⑶ ⑴及び⑵にかかわらず、高校生等が次のいずれかに該当するときは対象としないこととす

る。 

   ア 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている者 

   イ 市規則で定める施設に入所している者 

   ウ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童

養育事業を行う者又は同法第６条の４に規定する里親に委託されている者 

 

 ４ 所得の制限（第４条） 

   対象者の前年の所得（１月から９月までの分の医療費の助成については、前前年の所得とす

る。）が、その者の所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する同一生計配偶者及び扶養親

族（以下「扶養親族等」という。）並びに対象者の扶養親族等でない児童で対象者が前年の１２

月３１日（１月から９月までの分の医療費の助成については、前前年の１２月３１日とする。）

において生計を維持したものの有無及び数に応じて、市規則で定める額以上であるときは、当該

所得のあった翌年の１０月１日から１年間は対象者としないこととする。 

 

 ５ 医療証の交付（第５条） 
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   医療費の助成にあたり、医療費の助成を受けようとする者は、医療証の交付を申請し、助成を

受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならないこととする。 

 

 ６ 助成の範囲（第６条） 

   医療費の助成は、社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費

から下表に定める保護者等負担額を控除した額を助成することとする。なお、高校生等の疾病等

について、社会保険各法以外の法令による給付等が行われる場合は、当該給付等の限度において、

医療費の助成は行わないこととする。 

  
区分 保護者等負担額 

入院、調剤及び訪問看

護に係る医療費 
０円  

通院（施術を含む。）に

係る医療費 

通院１回につき、２００円。ただし、当該医療費の対象者負担

額が２００円に満たない場合には、その満たない額とする。 

 

 ７ 医療費の助成（第７条） 

   医療費の助成は、医療証を提示して、高校生等に係る診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合

に、病院、診療所若しくは薬局又はその他のもの（以下「病院等」という。）に対して、助成す

る額を当該病院等に支払うことにより行うこととする。 

   また、対象者が病院等に対して医療証の提示をしなかった場合等には、対象者に支払うことに

より、医療費の助成を行うことができることとする。 

 

 ８ 保護者等負担額の支払方法（第８条） 

   医療証を掲示する方法により医療費の助成を受ける対象者は、保護者等負担額及び入院時食事

療養を受けた場合は食事療養標準負担額を病院又は診療所に支払うものとする。 

 

 ９ 届出義務（第９条） 

   次のとおり、対象者の届出義務について規定する。 

  ⑴ 申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに届け出なければならない。 

  ⑵ 現在の状況について、市規則の定めるところにより、届け出なければならない。 

  ⑶ 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費

の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所（氏名又は住所若しく

は居所が明らかでないときは、その旨）並びに被害の状況を、市規則で定めるところにより、

遅滞なく届け出なければならない。 

 

１０ 譲渡等の禁止（第１０条） 

    この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない旨規定する。 

 

１１ 損害賠償の請求権の譲渡（第１１条） 

    医療費の助成事由が第三者の行為による場合で当該助成事由に係る医療費の助成が行われ

たときは、第三者に対して有する損害賠償の請求権を市に譲渡するものとする。 

 

１２ 助成金の返還等（第１２条） 

   次のいずれかに該当する場合は、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることがで

きることとする。 

  ⑴ 偽りその他不正の手段によって、医療費の助成を受けたとき。 

  ⑵ ９⑶の届出を行わなかったとき。 

  ⑶ 第三者の行為によって生じた助成事由に係る医療費の助成が行われた場合において、保護

者等が損害賠償の請求権の譲渡をしないとき、又は損害賠償の請求権を譲渡した場合におい

て、当該第三者に譲渡した旨の通知を行わなかったとき。 

    なお、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、第三者から当該助成

事由について損害賠償を受けたときは、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又、
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医療費の助成を行った額の全部又は一部を返還させることができることとする。 

 

 ＜施行日＞ 

  令和５年（２０２３年）４月１日 

 

 <経過措置> 

  この条例の規定は、令和５年（２０２３年）４月１日以後における療養に係る医療費の助成につ

いて適用する。 

  ※ 医療証の交付手続その他の準備行為については、この条例の施行前においても行うことがで

きることとする。 

 

【法令等】 

 〇児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

  第６条の４ 
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条例改正 
八王子市手数料条例の一部を改正する条例設定につ

いて 

まちなみ整備部 

建築指導課・建築審

査課 

概 

要 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、関係する申請手数料について

改正を行うもの 

【内容】 

 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の

一部を改正する法律（令和３年法律第４８号。以下「改正法」という。）により、長期優良住宅の普

及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）が改正され、優良な既存住宅について、建築行為

がなくとも認定できる制度である長期優良住宅維持保全計画の認定制度が創設された。これを受け、

長期優良住宅維持保全計画の認定及び変更の認定申請並びに同計画の認定を受けた地位の承継に係

る手数料の規定を追加する。 

 また、改正法により、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅で、一定の敷

地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限

を緩和することができることとなったことから、当該特例許可の申請手数料を新設する。 

なお、手数料の金額は、東京都及び近隣自治体における金額と均衡を図るため、従前から東京都都

市整備局関係手数料条例（平成１２年東京都条例第７７号。以下「都条例」という。）の定める金額

と同額に設定している。ここで、上記の法改正に伴い、都条例の改正が予定されているため、これに

合わせて手数料の金額を都条例の定める金額と同額に設定する。 

 このほか、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律（令和４年法律第４４号）により建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）が改正され、条例

で引用する同法の条文に項ずれが生じたことから、条例で引用する同法の条項を改める。 

 

＜改正内容＞ 

  １ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係（別表、４ 申請手数料、⒁の表） 

    長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、次のように改める。 

   ⑴ 長期優良住宅維持保全計画認定申請に係る手数料の規定を追加する。（１の項） 

   ⑵ 長期優良住宅維持保全計画変更申請に係る手数料の規定を追加する。（２の項） 

   ⑶ 長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継に係る手数料の規定を追加する。

（４の項） 

   ⑷ 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請

手数料を新設する（１件につき１６０，０００円）。（改正後の５の項） 

 

  ２ 建築基準法関係（別表、４ 申請手数料、⒃の表） 

別表において引用する建築基準法の条項を、次のように改める。 

⑴ 法第８５条第５項 → 法第８５条第６項（６７の項） 

⑵ 法第８５条第６項 → 法第８５条第７項（６８の項） 

⑶ 法第８７条の３第５項 → 法第８７条の３第６項（８０の項） 

⑷ 法第８７条の３第６項 → 法第８７条の３第７項（８１の項） 

 

＜施行＞ 

  令和４年（２０２２年）１０月１日（改正法の施行日） 

  ※ ２の改正は、公布施行 

 

【法令等】 

○長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号） 

  改正後の第６条、改正後の第８条、改正後の第１０条、改正後の第１８条 

 

 ○建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

  第８５条第６項及び第７項、第８７条の３第６項及び第７項 
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条例改正 
八王子市余熱利用センター条例の一部を改正する条

例設定について 

資源循環部 

北野清掃工場 

概 

要 

 北野清掃工場の停止に伴い、ごみ焼却による余熱を利用している浴室を廃止するとともに、

令和５年（２０２３年）４月１日から、一定期間、市が管理運営するために規定するもの 

【内容】 

 北野清掃工場が令和４年（２０２２年）９月３０日をもって停止することから、ごみ焼却による余

熱を利用している八王子市北野余熱利用センター（あったかホール）の浴室を廃止する。 

 また、現在の指定管理者の指定期間が令和５年（２０２３年）３月３１日までとなっているため、

令和５年（２０２３年）４月１日から市が管理運営するための規定を整備する。 

 なお、令和５年度（２０２３年度）は、４月１日から７月３１日まで、市が管理運営を行う予定。 

 

 ＜改正内容＞ 

  １ 条例の名称の変更 

    改正前 八王子市余熱利用センター条例 

    改正後 八王子市環境学習センター条例 

 

  ２ 設置目的の変更（第１条） 

    北野清掃工場が令和４年（２０２２年）９月３０日をもって停止し、ごみ焼却による余熱の

利用がなくなることから、設置目的から「ごみ焼却に伴う余熱を利用した」を削る。 

 

  ３ 施設の名称の変更（第２条） 

    改正前 八王子市北野余熱利用センター 

    改正後 八王子市北野環境学習センター 

 

  ４ 施設の管理者の変更 

   ⑴ 現在、施設の管理については、「指定管理者に行わせるもの」としており、指定管理者が

管理することになっているが、市が直接管理をすることができるようにするため、「指定管

理者に行わせることができる」ことに改める。（第１６条、第２１条） 

   ⑵ 市が管理をする場合、使用料を徴収する必要があることから、次のとおり使用料に関する

規定を追加する。（改正後の第６条の２） 

    ア 市民集会施設、多目的ホール及び室内プールの利用について、別表第１に定める額の使

用料を徴収する。 

    イ 室内プールの利用について、別表第２に定める額の室内プール回数券を発行することが

できる。 

    ウ 使用料は、市民集会施設及び多目的ホールに係るものについては利用の承認を受けた際

に、室内プールに係るものについては利用前（室内プール回数券の場合は室内プール回数

券の交付を受ける際）に納付しなければならない。 

    エ 特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。 

    オ 既納の使用料は還付しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、その額の全部

又は一部を還付することができる。 

   ⑶ 上記の改正に伴い、利用料金に関する規定の整備を行う。（第７条～第９条） 

 

  ５ 浴室の廃止（第３条、第５条） 

    ごみ焼却による余熱を利用している浴室を廃止する。 

    なお、廃止後のスペースは、浅川に生息する生物の展示等を行う環境学習のためのスペース

として活用する。 

 

  ６ 和室の廃止（別表第１） 

    生物の展示等に伴う事務室等を設けるため、和室１から和室３までを廃止する。 
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  ７ その他 

    上記の改正に伴う条の移動及び規定整備をする。 

 

 ＜施行日＞ 

  令和４年（２０２２年）１０月１日 

  ※５・６の改正は令和５年（２０２３年）１月１日 
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契約 
東浅川保健福祉センター改修建築工事請負契約の締

結について 

健康医療部 

東浅川保健福祉セ

ンター 

概 

要 

 東浅川保健福祉センターの改修を行うもの 

【内容】 

 「中長期保全計画」に基づき、東浅川保健福祉センターの長寿命化を図るため、同センターの大規

模改修を行う。 

 なお、この改修事業については、以下のとおり、関連する契約議案２件を第３回定例会に提出する。 

１ 東浅川保健福祉センター改修建築工事請負契約の締結 

２ 東浅川保健福祉センター改修空調換気設備工事請負契約の締結 

 

 ＜工事内容＞ 

  東浅川保健福祉センターの改修工事 

  １ 天井改修工事 

  ２ 内装改修工事 

  ３ プール本体改修工事 

  ４ 体育室改修工事 

  ５ サイン改修工事 

 

 ＜工期＞ 

  議決後（令和４年（２０２２年）９月下旬）から令和５年（２０２３年）１２月８日まで 

 

 ＜契約先＞ 

  株式会社 田中建設 

 

 ＜契約金額＞ 

  ２２４，９１７，０００円（うち、消費税額２０，４４７，０００円） 

 

 ※ 令和４年度（２０２２年度）・令和５年度（２０２３年度）予算 

（令和５年度（２０２３年度）は債務負担行為） 

  １ 事業費 

   ⑴ 令和４年度（２０２２年度）  １００，０００千円 

   ⑵ 令和５年度（２０２３年度）  １７０，９３０千円 

  ２ 財源（上記２契約、給排水衛生設備その他工事及び電気設備工事の合計） 

   ⑴ 都支出金     57,652千円（うち令和４年度（２０２２年度）分  57,652千円） 

   ⑵ 市債     780,000千円（うち令和４年度（２０２２年度）分 245,000千円） 

   ⑶ 一般財源   203,047千円（うち令和４年度（２０２２年度）分  24,708千円） 

   ⑷ 合計     1,040,699千円（うち令和４年度（２０２２年度）分 327,360千円） 

 

  ※ 入札状況等 

   １ 入札日 

     令和４年（２０２２年）５月２５日 

   ２ 入札方法 

     解除条件付一般競争入札（施工能力評価型総合評価方式） 

   ３ 入札状況 

      入札業者              入札金額（税抜き） 

    ⑴ 株式会社 田中建設         ２０４，４７０，０００円 

    ⑵ 株式会社 三恵建設         ２０２，１９８，０００円 

    ⑶ 黒須建設株式会社          ２２６，０００，０００円 
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    ⑷ 瀬沼木材株式会社          辞退 

    ⑸ 三機商工株式会社          辞退 

    ⑹ 三友建設株式会社          辞退 

    ⑺ 京王建設株式会社 八王子営業所   辞退 

 

      予定価格   ２３７，８８０，０００円（落札率８５．９６％） 

      調査基準価格 ２０２，１００，０００円 

      失格基準価格 １９２，６００，０００円 

 

【法令等】 

 ○地方自治法（昭和２５年法律第６７号） 

  第９６条第１項、第５項 

 

 ○地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

  第１２１条の２第１項、別表第３（第１２１条の２関係） 

 

 〇議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年八王子市条例第６

号） 

第２条 

 

 

 

 



37 

契約 
東浅川保健福祉センター改修空調換気設備工事請負

契約の締結について 

健康医療部 

東浅川保健福祉セ

ンター 

概 

要 

 東浅川保健福祉センターの改修に伴い空調換気設備工事を行うもの 

【内容】 

 「中長期保全計画」に基づき、東浅川保健福祉センターの長寿命化を図るため、同センターの大規

模改修を行う。これに伴い、空調換気設備の更新を行う。 

 なお、この改修事業については、以下のとおり、関連する契約議案２件を第３回定例会に提出する。 

１ 東浅川保健福祉センター改修建築工事請負契約の締結 

２ 東浅川保健福祉センター改修空調換気設備工事請負契約の締結 

 

 ＜工事内容＞ 

  東浅川保健福祉センターの改修に伴う空調換気設備工事 

  １ 空調設備工事 

  ２ 換気設備工事 

  ３ 自動制御設備工事 

 

 ＜工期＞ 

  議決後（令和４年（２０２２年）９月下旬）から令和５年（２０２３年）１２月８日まで 

 

 ＜契約先＞ 

  新和・フジ特定建設工事共同企業体 

 

 ＜契約金額＞ 

  ４２２，４００，０００円（うち、消費税額３８，４００，０００円） 

 

  ※ 令和４年度（２０２２年度）・令和５年度（２０２３年度）予算 

（令和５年度（２０２３年度）は債務負担行為） 

   １ 事業費 

    ⑴ 令和４年度（２０２２年度）  １００，０００千円 

    ⑵ 令和５年度（２０２３年度）  ３５１，３３０千円 

   ２ 財源（上記２契約、給排水衛生設備その他工事及び電気設備工事の合計） 

    ⑴ 都支出金     57,652千円（うち令和４年度（２０２２年度）分  57,652千円） 

    ⑵ 市債     780,000千円（うち令和４年度（２０２２年度）分 245,000千円） 

    ⑶ 一般財源   203,047千円（うち令和４年度（２０２２年度）分  24,708千円） 

    ⑷ 合計     1,040,699千円（うち令和４年度（２０２２年度）分 327,360千円） 

 

  ※ 入札状況等 

   １ 入札日 

     令和４年（２０２２年）５月２７日 

   ２ 入札方法 

     解除条件付一般競争入札（施工能力評価型総合評価方式） 

   ３ 入札状況 

     入札業者               入札金額（税抜き） 

    ⑴ 新和・フジ特定建設工事共同企業体   ３８４，０００，０００円 

    ⑵ 総和設備工業株式会社         辞退 

 

      予定価格   ３８４，４００，０００円（落札率９９．９％） 

      調査基準価格 ３２６，７００，０００円 
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      失格基準価格 ３１４，１００，０００円 

 

【法令等】 

 ○地方自治法（昭和２５年法律第６７号） 

  第９６条第１項、第５項 

 

 ○地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

  第１２１条の２第１項、別表第３（第１２１条の２関係） 

 

 〇議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年八王子市条例第６

号） 

第２条 
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契約 一般廃棄物指定収集袋の取得について 
資源循環部 

ごみ減量対策課 

概 

要 

 一般廃棄物指定収集袋を購入するもの（指名競争入札） 

【内容】 

 一般廃棄物処分用の指定収集袋（合計１３，１７７，２００枚）を購入する。 

 

 ＜種類及び数量＞ 

１ 可燃ごみ専用袋       １２，７５７，２００枚 

⑴ ミニ袋（５リットル）    １，７３１，６００枚 

⑵ 小袋（１０リットル）    ３，５８５，６００枚 

⑶ 中袋（２０リットル）    ４，８０９，６００枚 

⑷ 大袋（４０リットル）    ２，４７２，０００枚 

⑸ 大袋ばら（４０リットル）    １５８，４００枚 

 

２ 不燃ごみ専用袋          ４２０，０００枚 

⑴ ミニ袋（５リットル）       ９３，６００枚 

⑵ 小袋（１０リットル）       ８６，４００枚 

⑶ 中袋（２０リットル）      １１５，２００枚 

⑷ 大袋（４０リットル）       ９６，０００枚 

⑸ 大袋ばら（４０リットル）     ２８，８００枚 

 

 ＜契約先＞ 

  三幸商事株式会社 

 

 ＜契約金額＞ 

８５，３７８，２９９円（うち、消費税額７，７６１，６６３円） 

 

  ※ 入札状況 

令和４年（２０２２年）７月２０日入札  指名競争入札による 

入札業者         入札金額（税抜き） 

     １ 三幸商事株式会社       ７７，６１６，６３６円 

     ２ 双葉産業株式会社       ８５，４５２，６００円 

     ３ 有限会社 伊登勢屋商店    ９０，３１７，７６０円 

     ４ スズキ美術印刷株式会社    辞退 

     ５ リレーションズ株式会社    辞退 

     ６ 有限会社 大和田商会     辞退 

     ７ 株式会社 石本        辞退 

 

【法令等】 

○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第９６条第１項第８号 

 

○地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

第１２１条の２第２項 

 

○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年八王子市条例第６

号） 

第３条 
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契約 食器等の取得について 
学校教育部 

学校給食課 

概 

要 

 学校給食において使用する食器等を購入するもの（指名競争入札） 

【内容】 

 学校給食センター楢原の開設に伴い必要となる食器等を購入する。 

 

 ＜種類及び数量＞ 

  １ ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）樹脂製食器 ２７，０００個 

   ⑴ ボール  １５，０００個 

   ⑵ 深皿    ６，０００個 

   ⑶ 小皿    ６，０００個 

  ２ トレイ ７，６８０枚 

 

 ＜対象校＞ 

  第二中学校、第四中学校、第六中学校、第七中学校、甲ノ原中学校、横山中学校、椚田中学校、

楢原中学校、由井中学校、みなみ野中学校、七国中学校、浅川中学校、陵南中学校、高尾山学園 

 

 ＜契約先＞ 

  株式会社 タマチュウ 

 

 ＜契約金額＞ 

  ５３，５５９，０００円（うち、消費税４，８６９，０００円） 

 

  ※ 入札状況 

    令和４年（２０２２年）６月１５日入札  指名競争入札による 

       入札業者         入札金額（税抜き） 

     １ 株式会社 タマチュウ   ４８，６９０，０００円 

     ２ 株式会社 ムサシ     ４８，８６５，０００円 

     ３ 平成調理機株式会社    ４９，５００，０００円 

     ４ 有限会社 ショービ    ４９，５８０，０００円 

     ５ 株式会社 アイホ―    ４９，６８０，０００円 

     ６ 株式会社 小笠原     辞退 

     ７ 株式会社 石本      不参 

 

【法令等】 

○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第９６条第１項第８号 

 

○地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

第１２１条の２第２項 

 

○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年八王子市条例第６

号） 

第３条 

 



41 

契約 食缶の取得について 
学校教育部 

学校給食課 

概 

要 

 学校給食の配送に使用する食缶を購入するもの（指名競争入札） 

【内容】 

 学校給食センター楢原の開設に伴い必要となる食缶を購入する。 

 

 ＜種類及び数量＞ 

  食缶 １，０７５個 

  １ 食缶（１４Ｌ） ４３０個 

  ２ 食缶（１０Ｌ） ２１５個 

  ３ 食缶（７Ｌ）  ４３０個 

 

 ＜対象校＞ 

  第二中学校、第四中学校、第六中学校、第七中学校、甲ノ原中学校、横山中学校、椚田中学校、

楢原中学校、由井中学校、みなみ野中学校、七国中学校、浅川中学校、陵南中学校、高尾山学園 

 

 ＜契約先＞ 

  有限会社 ショービ 

 

 ＜契約金額＞ 

  ５２，５７３，９５０円（うち、消費税４，７７９，４５０円） 

 

  ※ 入札状況 

    令和４年（２０２２年）６月１５日入札  指名競争入札による 

       入札業者         入札金額（税抜き） 

     １ 有限会社 ショービ    ４７，７９４，５００円 

  ２ ホシザキ東京株式会社   ４８，４００，０００円 

     ３ 平成調理機株式会社    ４８，４１８，０００円 

   ４ 株式会社 タマチュウ   ４８，４３９，５００円 

     ５ 三幸商事株式会社     ４８，６５４，５００円 

     ６ 株式会社 アイホ―    ４８，８２０，０００円 

     ７ 株式会社 マルカネ    辞退 

 

【法令等】 

○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第９６条第１項第８号 

 

○地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

第１２１条の２第２項 

 

○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年八王子市条例第６

号） 

第３条 
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その他 町区域の変更 
市民部 

市民課 

概 

要 

 上野第二地区土地区画整理事業に伴い、町区域の変更を行うもの 

【内容】 

 上野第二地区土地区画整理事業に伴い、町区域の変更を行う。 

 

 ＜変更する町区域＞ 

  ⑴ 小門町の一部を上野町に編入する。（編入する面積 ７６．８１ ㎡） 

小 門 町 
103の 6の一部 104の 2の一部 104の 7の一部 105の 2の一部 

105の 24の一部    

 

  ⑵ 台町三丁目の一部を上野町に編入する。（編入する面積 ４３．１３ ㎡） 

台町三丁目 1の 1の一部    

 

  ⑶ 台町四丁目の一部を小門町に編入する。（編入する面積 ８３９．３ ㎡） 

台町四丁目 

23の1から23の

8までの各一部 
30の 3の一部 31の 2の一部 31の 6の一部 

34の 2の一部 
35の8から35の

11までの各一部 
35の 43の一部 

39の9から39の

13までの各一部 

 

  ⑷ 上野町の一部を台町三丁目に編入する。（編入する面積 ７５１．９５ ㎡） 

上 野 町 

87の 1の一部 87の 7の一部 
90の1から90の

7までの各一部 
90の 10の一部 

90の 12の一部 90の 15の一部 92の 2の一部 92の 3の一部 

92の 6の一部 110の 6の一部 110の 8の一部 110の 10の一部 

110の 13の一部 110の 15の一部 110の 16の一部  

 

  ⑸ 台町四丁目の一部を台町三丁目に編入する。（編入する面積 ３４３７．２８ ㎡） 

台町四丁目 

159の 27の一部 160の 5の一部 160の 6 160の 10の一部 

160の 12の一部 160の 15の一部 160の 16の一部 161の 4の一部 

174の 3の一部 174の 4 174の 11の一部 
174 の 13 から 174

の18までの各一部 

176の 1の一部 176の 4の一部 176の 8の一部 176の 13の一部 

176の 29 
183の1から183の

3までの各一部 
183の 4 183の 5 

183の 7の一部 183の 9の一部 183の 10の一部 183の 13 

183の 14 183の 16の一部 183の 17 
183 の 20 から 183

の25までの各一部 

183の 26 
183 の 27 から 183

の29までの各一部 
183の 32の一部 184の 2 
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  ⑹ 上野町の一部を台町四丁目に編入する。（編入する面積 ９１０．８５ ㎡） 

上 野 町 

45の一部 
46の1から46の

3までの各一部 
46の 5の一部 46の 6の一部 

46の 8の一部 46の 9の一部 
67の1から67の

5までの各一部 
68の 2の一部 

68の 14の一部 90の 6の一部   

 

  ⑺ 小門町の一部を台町四丁目に編入する。（編入する面積 ３０．６５ ㎡） 

小 門 町 
105の 24の一部 105の 25の一部 108の 4の一部 108の 13の一部 

108の 14の一部    

 

  ⑻ 台町三丁目の一部を台町四丁目に編入する。（編入する面積 ２０５．５７ ㎡） 

台町三丁目 
9の 3の一部 9の 4の一部 10の 2の一部 10の 7の一部 

10の 8の一部 10の 11の一部   

 

   ※ 各区域に隣接介在する公有地も編入する。 

 

【参考】町区域の変更による面積の増減 

  
町 名 増 減（㎡） 

上 野 町 △１，５４２.８６ 

小 門 町 ７３１.８４ 

台町三丁目 ３，９４０.５３ 

台町四丁目 △３，１２９.５１ 

 

 ＜施行日＞ 

  八王子市長による換地処分の公告のあった日の翌日 

 

 （区画整理の概要） 

  １ 事業施行期間 

    昭和６２年（１９８７年）４月１５日から令和１０年（２０２８年）３月３１日まで 

  ２ 施行区域 

    八王子市上野町、小門町、台町三丁目及び台町四丁目の各一部 

  ３ 施行区域面積 

    ２９７，３６９.０３㎡ 

 

【法令等】 

 ○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第２６０条第１項 

 

 ○地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

  第１７９条、第１７４条の４９の１８ 

 

 ○土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号） 

  第１０３条第４項、第１３６条の３ 

 

 ○土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号） 

  第７７条第２項  

 

 


